
地域との連携・協働による
新しい高等学校づくり

山梨県立学校へのコミュニティ・スクールの

導入に向けての準備状況

山梨県教育庁高校改革・特別支援教育課
高校改革担当 武藤一輝



山梨県教育大綱 令和元年6月策定

（山梨県教育振興基本計画）

(2) 学校・家庭・地域との連携・協働の推進

①学校を核とした人づくり・地域づくりの推進

イ コミュニティ・スクールの導入促進及び運営の充実

・保護者や地域住民の力を学校運営に活かす「地域ととも
にある学校づくり」により、子供が抱える課題を地域ぐるみ
で解決する仕組みづくりや、質の高い学校教育の実現を
図る。

・コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)を支援。

・地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成
長を支え、地域を創生する地域学校共同活動を推進。

基本方針３ 学校・家庭・地域による教育を推進します。



山梨県教育大綱 令和元年6月策定

（山梨県教育振興基本計画）

(2) 学校・家庭・地域との連携・協働の推進

①学校を核とした人づくり・地域づくりの推進

イ コミュニティ・スクールの導入促進及び運営の充実

・「山梨教育大綱」でコミュニティ・スクールとなる県立学校
の割合 現在０％ → 令和５年度までに１０％を目標

・2023年（令和５年）までに県立学校（高等学校、特別支援
学校）４校をコミュニティ・スクールとする目標が示された。

・令和２年度高等学校１校をコミュニティ・スクールとする取
り組みが、本年度行われている。

基本方針３ 学校・家庭・地域による教育を推進します。



実施１年前からの準備状況 その１

○県規則等は、教育庁内に準備委員会や

ワーキンググループを設置し、検討

• 山梨県立学校コミュニティ・スクール設置準備委員会
委員（庁内）

委 員 ： 教育次長、総務課長、義務教育課長、

高校教育課長、高校改革・特別支援教育課長、

社会教育課長

事務局 ： 高校教育課指導担当、

高校改革・特別支援教育課担当

• 県立学校の学校運営協議会設置にあたり、教育委
員会、学校、地域の連携を図り、必要な規則を定める



実施１年前からの準備状況 その２

○実施校は、実施校準備委員会、

実施校ワーキンググループで検討

• 実施校コミュニティ・スクール設置準備委員会（実施校）

（委員）実施校：校長、教頭、同窓会長、PTA会長、学校評議員

地元代表：地元市町村教育委員会代表３名

県教委：高校教育課指導監、教育事務所所長、

高校改革・特別支援教育課課長補佐

（事務局） 実施校、高校改革・特別支援教育課、高校教育課

• 実施校の学校運営協議会設置にあたり、教育委
員会、学校、地域の連携を図り、必要な要綱を
定める



コミュニティ・スクール設置準備委員会 予定

県立学校コミュニティ・スクール
設置準備委員会

実施校コミュニティ・スクール
設置準備委員会

第１回山梨県コミュニティ・スクール
設置準備委員会（7/25）
・検討事項の確認

ワーキンググループ（7/26）

・学校運営協議会で承認する基本的
な方針等の検討

パイロット校として、県方向性を受け、実施上
の課題等を県設置委員会へフィードバックする

県における方向性を受け、実施校の
実施要綱を検討
学校運営協議会運営上の課題検討

設置準備ワーキンググループ（8/21）
・実施校学校運営協議会実施要綱の検討
・視察報告

規則概要
(案)

第２回山梨県コミュニティ・スクール
設置準備委員会（8/23）

・方向性決定

第１回実施校コミュニティ・スクール設置準
備委員会（8/27）
・視察報告
・実施校学校運営協議会実施要綱の検討
・実施校学校運営基本方針について
（模擬ＣＳ）

・学校での要綱作成上の課題で、
県規則に係る部分の検討
・県設置委員会へ



ワーキンググループ（9/20）
・県立学校学校運営協議会

設置規則検討

設置準備ワーキンググループ（9/24）
・実施校学校運営協議会
実施要綱の検討

規則
(案)

実施校模擬学校運営協議会（10/2）
・学校運営方針について
・各委員会より

ワーキンググループ（10月）
・パイロット校の成果（模擬ＣＳ）整理
・県立学校学校運営協議会
設置規則検討

第３回山梨県コミュニティ・スクール
設置準備委員会（10月）

・県立学校学校運営協議会設置規則 等

第２回実施校コミュニティ・スクール
設置準備委員会（12月）
・視察報告
・実施校学校運営協議会実施要綱の決定
・来年度の予定 ・周知について

設置準備ワーキンググループ（12月）
・実施校学校運営協議会実施要綱の検討
・来年度の予定 ・周知について

12月 教育委員会で決定


